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貴方が（またはあなたのご家族様が）利用しようと考えている訪問看護・介護予防訪問看護

サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明します。 

 当事業所は利用者様に対して指定訪問看護を提供いたします。当事業所の概要や提供い

たします内容、契約上ご注意いただきたい事を次の通り説明いたします。 

 

1.訪問看護・介護予防訪問看護サービスを提供する事業者について 

事業者名 パートナー株式会社 

所在地 〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町 3丁 37-7-407 

連絡先 電話：072-205-8755   FAX：072-205-8756 

代表者氏名 谷 正文 

法人設立年月日 平成 29年 2月 20日 

 

2.利用者に対してのサービス提供をする事業所について 

事業所名 訪問看護ステーション ぶるーむ 

所在地 〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町 3丁 37-7-407 

連絡先 電話：072-205-8755   FAX：072-205-8756 

管理者名 谷 正文 

サービス種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

介護保険指定番号 指定  27665-90216 号 

サービス提供地域 堺市、大阪市（住吉・東住吉・阿倍野・平野・西成）、松原市 

営業日 月曜日～金曜日 午前 9：00～午後 6：00 

休業日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 12/31～1/3 

＊サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください 

  

3.職員体制 

  常勤 非常勤 計 

管理者兼訪問看護師 谷 正文 1名 名 1名 

訪問看護師  7名 1名 7名 

 

 

4.事業の目的・運営方針 

（1）目的 

利用者に対し、訪問看護・介護予防訪問看護のサービスを提供し、居宅において利用者が

より自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサービスを提供

します。 

 



3 

 

（2）運営方針 

利用者の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを提供します。訪問看護のサービス

実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、利用者個々の主体性を尊重し

て、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提

供に努めます。 

 

5.サービスの内容 

（1）訪問看護計画の作成 

主治医の指示に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、目標に応じて

具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 

（2）訪問看護の提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

具体的な訪問看護の内容 

①病状、日常生活行動の観察 

②清拭、洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等の日常生活行動における援助 

③褥瘡の予防、処置 

④リハビリテーション 

⑤カテーテル等の管理 

⑥その他医師の指示による医療処置 

 

6.介護保険と医療保険の違い 

・要支援、要介護認定を受けた方は、介護保険によりサービスを提供いたします。 

・以下の方は医療保険でサービスを提供いたします。 

①要支援、要介護者のうち、末期がんの方、厚生労働大臣が定める疾患などの方、病状

の急性増悪の方（14日以内） 

②要支援、要介護に該当しない方 

③精神科訪問看護 

④40歳までの医療保険ご加入の方とご家族 

⑤病的な妊産婦と乳幼児 

⑥利用者が以下のサービスを受けている場合 

   ア：短期入所サービス（介護予防サービスを含む） 

   イ：特定施設入居者生活介護（介護予防サービスを含む） 

   ウ：介護・看護一体型の事業所からの定期巡回・随時対応サービス 

   エ：認知症対応型共同生活介護（介護予防サービスを含む） 

   オ：地域密着型特定施設入居者生活介護 

   カ：地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

   キ：複合型サービス 
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7.サービス利用料金 

●介護保険 

 利用料金の 1割が利用者の負担になります。 

 介護保険での給付の範囲を越えたサービスの利用金額は全額利用者の負担となります。 

 ・20分未満     ・・・・311単位 

  （週 1回以上 20分以上の訪問を行った場合に算定） 

 ・30分未満     ・・・・467単位 

 ・30分以上 60分未満 ・・・・816単位 

 ・60分以上 90分未満 ・・・・1118単位 

 

 算定方法 

 （1回訪問単位×訪問回数）×11.05円 

 

＊病気の内容、症状、状況により加算がある場合は上記単位に変動がある場合があります。 

＊訪問看護の訪問回数は、利用者、介護支援専門員と協議して決定します。 

＊尚、制度の変更、改正に伴い上記事項が変更される場合もあります。 

・緊急時訪問看護加算について 

営業時間外の夜間・深夜・早朝の電話相談や訪問は希望者のみの契約となり、上記料金に加

えて介護保険法に基づいた「緊急時訪問看護加算」の料金が必要となります。 

緊急時訪問看護加算・・・・574単位（1月につき） 

 

・訪問に伴う交通費について 

通常の事業実施地域への訪問については交通費は含まれております。 

それ以外の地域の方への訪問の交通費は、5 ㎞未満 1 回 400 円、5 ㎞以上 1 回 800 円です。 

 

・キャンセルの場合 

当日キャンセルの場合、800円のキャンセル料が発生しますので、前営業日まで（午後 6時

まで）に連絡をお願いいたします。 

 

●医療保険の場合 

（1）社会保険・国民健康保険の場合 

 毎月 1回目  2860円～6260円 

       2回目以降  1530円～2860円 

                           （＊医療費全体の 30％です） 

 ＊加算内容によって料金の変動があります。 
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（2）保険で自立支援医療適応の場合 

       社会保険・・毎月 1回目  950円～2090円 

             2回目以降  510円～950円 

（＊医療費全体の 10％です） 

 ＊加算の内容によって料金の変動があります。 

（3）老人医療保険、後期高齢者医療受給者の場合 

       保険の負担割合分 

 ＊加算の内容によって料金の変動があります。 

（4）生活保護の場合 

       自己負担はありません。 

 

＊病気の内容、症状、状況により加算がある場合は上記料金に変動がある場合があります。 

＊訪問看護の訪問回数は、利用者、主治医と協議して決定します。 

 医療保険使用の場合は原則として 1日 1回、週 3回まで保険適応となっています。（特定 

 疾患などの場合はこの限りではありません） 

＊尚、制度の変更、改正に伴い上記事項が変更される場合もあります。 

・24時間対応体制加算について 

営業時間外の夜間・深夜・早朝の電話相談や訪問は希望者のみの契約となり、上記料金に加

えて法律に基づいた「24時間対応体制加算」の料金が必要となります。 

24時間対応体制加算・・・・6400円（1月につき） 

             自立支援医療適応の場合は 10％の自己負担となります。 

 

・訪問に伴う交通費について 

通常の事業実施地域への訪問については交通費は含まれております。 

それ以外の地域の方への訪問の交通費は、5 ㎞未満 1 回 400 円、5 ㎞以上 1 回 800 円です。 

 

・キャンセルの場合 

当日キャンセルの場合、800円のキャンセル料が発生しますので、前営業日まで（午後 6時

まで）に連絡をお願いいたします。 

 

8.利用料金などのお支払方法 

（1）訪問看護自己負担については、請求月に現金にてお支払いください。 

（2）お支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますよう

お願いいたします。（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。） 
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＊利用料の滞納について 

利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料を１か月以上滞納した場合において、

事業者が利用者に対して２週間以内に滞納額を支払うよう催告したにもかかわらず金額の

支払いがないとき、事業者は利用者の健康・生命に支障がない場合に限り、金額の支払い

があるまで利用者に対する訪問看護の全部または一部の提供を一時停止いたします。 

 

9.看護職員の禁止行為 

看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

（1）利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

（2）利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受 

（3）利用者の同居家族に対するサービス提供 

（4）身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為（利用者または第三者などの生命や身

体を保護するために緊急、やむを得ない場合を除く） 

（5）その他利用者または家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、 

  その他迷惑行為 

 

10.サービスの提供にあたって 

（1）サービスの提供に先だって、各種保険証に記載された内容を確認させていただきます。  

  被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。 

（2）契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画を依頼し

ている場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

（3）主治医の指示に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて「訪問看護計画」を作成い

たします。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者または家族にその内容を説明い

たしますので、ご確認いただくようお願いいたします。 

（4）サービスの終了 

 ①ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の２週間前までに、文書でお申し出ください。 

 ②当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合が

あります。その場合は、終了日の１か月前までに、文書で通知いたします。 

  ③自動終了（以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了しま

す） 

・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自

立〕と認定された場合 

  ※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。 
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・ご利用者様が亡くなられた場合 

 ④契約解除 

  ・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご

利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所

が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することが

できます。 

  ⑤その他 

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チ

ェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 

・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合が

あります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を

適切に行います。 

・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が

明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サー 

ビスのご利用はお断りする場合があります。 

 

11.虐待の防止について 

 事業者は利用者の人権の擁護・虐待防止等のために次にあげるとおり必要な措置を講じ

ます。 

（1）虐待に関する責任者を選定しています。 

  虐待防止に関する責任者・・・・管理者 谷 正文 

（2）成年後見制度の利用を支援します。 

（3）苦情解決体制を整備しています。 

（4）従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 

12.事故発生時の対応について 

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

 

保険会社名    有限会社 訪問看護事業共済会 

 

保険名      訪問看護事業者賠償責任保険 
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13.秘密保持と個人情報の保護について 

 

 

 

 

 

 

利用者およびその家族に関する秘密の保

持について 

 

①事業者は利用者の個人情報について「個人

情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が策定した「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取り扱いのためのガ

イドライン」を遵守し、適切な取り扱いに

努めます。 

②事業者及び事業者の使用する者（以下「従

業者」という）は、サービスを提供するう

えで知り得た利用者及びその家族の秘密

を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

③この秘密を保持する義務は、サービス提供

契約が終了した後においても継続します。 

④事業者は従事者に業務上知り得た利用者

または家族の秘密を保持させるため、従業

者である期間及び従業者でなくなった後

においても、その秘密を保持するべき旨を

従業者との雇用契約の内容とします。 

 

 

 

 

 

 

個人情報の保護について 

①事業者は利用者から予め同意を得ない限

りサービス担当者会議等において、利用者

及び家族の個人情報は用いません。 

②事業者は利用者及びその家族に関する個

人情報が含まれる記録物については、善良

な管理者の注意をもって管理し、また処分

の際にも第三者への漏洩を防止するもの

とします。 

③従業者が管理する情報については利用者

の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加また

は削除を求められた場合は遅滞なく調整

を行い、利用目的の達成に必要な範囲で訂

正等を行うものとします。 
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14.緊急時の対応方法について 

 当事業所におけるサービスの提供中に、利用者に容体の変化などがあった場合は、事前の

打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡しま

す。 

利
用
者
の
主
治
医 

氏名 
 

所属医療機関の名

称 

 

所在地 
 

電話番号 
 

 

緊
急
連
絡
先 

氏名 
 

住所 
 

電話番号 
 

続柄 
 

 

15.身分証携帯義務 

訪問看護員は常に身分証を携帯し、利用者及び利用者の家族から求められた場合はいつで

も身分証を提示します。 

 

16.サービス提供に関する相談、苦情について 

（1）提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるた

めの窓口を設置します。 

（2）相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

【体制】 

指定訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な

措置を講じるものとする。 

事業所は提供した指定訪問看護に関し、法第２３条の規定により市町村が行う文書そ

の他の物件の提出、提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問、紹介に応じ、市町

村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言を受けた場合は、当該
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指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。 

【手順】 

①利用者より連絡を受けた者が内容を確認する。 

②管理者へ即時報告する。 

③連絡を受けた管理者は、直ちに対応する。 

④管理者にて解決不可と判断した場合は、遅滞なくその旨を統括責任者（代表取締役：

谷 正文）へ報告する 

⑤報告を受けた統括責任者は自らが対応するか、管理者へ指示を出すなどし、即時解決

に向けて対応するものとする。 

 （3）苦情申し立ての窓口 

   

【事業者の窓口】 

 

訪問看護ステーション ぶるーむ 

管理者：谷 正文 

所在地 堺市北区北花田町 3丁 37-7-407 

電話番号    072-205-8755 

ＦＡＸ番号 072-205-8756 

受付時間 月曜日～金曜日  

     ９：００～１８：００ 

 ただし １２月３１日～１月３日を除く 

【公的団体の窓口】 

 

大阪府国民健康保険団体連合会 

所在地  大阪市中央区常磐町１－３－８ 

電話番号  ０６－６９４９－５４１８ 

受 付 時 間  月 曜 日 ～ 金 曜 日       

９：００～１７：００ 

 ただし、国民の祝日に関する法律に規定す

る休日及び１２月２９日～１月３日を除く 

【保険者の市町村の窓口】 

地域保健福祉担当 

所在地 

 

 

電話番号 

 

 

 

17.サービス提供における事業所の義務 

・当事業所は、職員の質的向上を図るため、研究、研修の機会を設け、また、業務体制を

整備いたします。 

・訪問看護実施中に利用者様の病状に、急変、その他緊急事態が生じた場合、速やかに主

治医に連絡し、適切な処置を行います。 
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18. 利用契約に定めのない事項 

 この説明書に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところによ

り、利用者またはご家族様と当事業所が誠意をもって協議して定めることとします。 

 

19.重要事項の説明年月日 

 

説明年月日 年   月   日 

説明者  

 

上記内容について「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１

１年厚生省令第３７号）」第８条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

事
業
者 

所在地 
〒591－8002 

大阪府堺市北区北花田町 3丁 37-7-407 

法人名 パートナー株式会社 

事業所名 訪問看護ステーション ぶるーむ           ㊞ 

管理者氏名 谷 正文       ㊞ 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

 

利
用
者 

住所 
 

氏名 ㊞ 

 

代
理
人 

住所 
 

氏名 ㊞ 

 

 

 

 

 


